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秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議（第4回）

罰則等に関する
考え方（事務局案）■
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機密性2情報
第4　罰則等 対外非公表

事　務　局　案

罰則に関する基本的な考え方

論　点
■

○　罰則に関する基本的な考え方の当否
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機密性2情報
第4　罰則等（禁止行為） 対外非公表 取扱注意

事　務　局　案

故意の漏えい行為

自己の業務上の権限や地位に基づき特別秘密を知る者で、■

その業務性に応じた高度の保全義務を負う

〔秘密の作成・取得の趣旨に従い秘密を剛扱うことを業務とする者】

〔警雷豊富雷認諾蒜‰芸富農宣誓歪警認諾篇ない行政機関等において〕
※MDA秘密保護法では、取扱業務者による漏えい行為を業務知得者による漏えい行為よりも重く処罰

※自衛隊法では、取扱業務者による漏えい行為のみを処罰し、業務知得者による漏えい行為は処罰対象とせず

】

・ゝ
処罰の程度
につき要検討

※記者が取扱業務者に取材をして特別秘密の伝達を受けた場合、記者は自己の業務として取材をしているが、秘密の伝達は記者の業務上の
権限や地位に基づくものではないから、業務知得者には該当しない

＞特別秘密をより広範囲に拡散

ン業務として特別秘密を取り扱う者ではないため、業務外知得者への伝達の時点で特別秘密は
既に保全状態から流出しており、処罰しても漏えいの根元からの抑止にはつながらない

ン例えば特別秘密文書をたまたま拾った一般人まで処罰対象になり得るなど処罰対象が広がる

＞正当な報道活動も構成要件に該当し得るため報道活動への影響も懸念される

※業務外知得者が、我が国の安全を害する目的等の不当な目的をもって特別秘密を漏えいした場合等を処罰すべきか
→上記と同様、処罰しても根元からの抑止につながらず、一般人が処罰対象となり処罰範囲が広範。加えて、不当な目的
での漏えい行為の場合、 同目的の有無榛必ずしも客観的に明らかではないため、報道機関への影響も懸念される

Iらl・．てこ汽、

前段階にある、

業務により特別
秘密を取り扱う
者による漏えい

行為等の処罰
を徹底
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機密性2情報
㌻　第4　罰則等（禁止行為） 対外非公表 取扱注意

事　務　局　案

過失による漏えい ′、■‾’‾‾‾－　　　　■▲－‾‾’－一肌‾一一■・．‘→一一一一一一一イ一・一一一▼一一■・冊一一一▼一一一・・一　一一一一　一　一一巾l‥一一・、－・1－・〉－→一一一一一一，・一一一‥岬一　一一叫一一一・一一・■　一、・＜一州　一・て・・′・

特別秘密の性格に照らせば、過失による漏えいであっても国益や国民の安全の確保に

大きな影響を及ぼすことには変わりがない

ー「ノ

その業務に応じ、特別秘密を厳格に保全し漏えいを防ぐ責任を有している

→　漏えいを防ぐ注意義務

※・MDA秘密保護法では」取扱業務者の過失による漏えい行為を業務知得者の
過失による漏えい行為よりも重く処罰

※自衛隊法では、取扱業務者の過失による漏えい行為のみを処罰し、業務知得者
の過失による漏えい行為は処罰対象とせず

＞高度の注意義務を認めるべき基礎が十分ではない

＞過失犯を厳格に処罰すれば、業務の遂行それ自体よりも特別秘密の管理に業務
の重点が移行し、その結果当該業務の遂行に支障を来たすおそれもあり得る

藍浄

■■一一■●■■■■■■■■■■■●■●●●●ヽ

処罰の程度　童
につき要検討室

二

■■■■■■●■■●●t●●■●■■■t●●■

∴一十
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機密性2情報‾
第4　罰則等（禁止行為） 対外非公表 取扱注意

事　務　局・案

特 別秘 密 を取 得 （探 知 ）す る行 為 ※下記haに該当する行為を便宜的に「特定取得行為」という

特別秘密の保全状態からの流出には、
漏えい行為の処罰では抑止できない、
取得行為を原因とする場合がある

①窃盗、不正アクセス又は特別秘密の管理
場所への侵入など、管理権を侵害する行為を
手段として特別秘密を直接取得する場合

▼
取扱業務者等による漏えい行為が介在しないため、
漏えい行為の処罰ではこれを抑止できない

②欺岡により適法な伝達と誤信させ、あるいは
暴行・脅迫によりその反抗を抑圧して、
取扱業務者等から特別秘密を取得する場合

▼
取扱業務者等に漏えいの故意がないなど、
漏えい行為の処罰が困難

※特定取得行為の中には、他の犯罪が成立する行為もあるが、　f
同行為は取扱業務者等による漏えい行為と同様の悪質性、危険性
があるから、特定取得行為として正面から処罰対象とすべき

特定取得行為を処罰することについては慎重な検討が必要

特定取得行為は、犯罪行為や、犯罪に至らないまでも社会通念上

是認できない行為を手段とするもので、適法な行為との区別は明確

特定取得行為を処罰対象に加えても、正当な取材活動など
本来許容されるべき行為が捜査や処罰の対象とされるおそれはない

特定取得行為は、特別秘密を保全状態から流出させる点で
取扱業務者等による漏えい行為と同様の悪質性、危険性

彗ア

その行為が取扱業務者等によるものではないということのみをもって
処罰対象から外されるとすれば、特別秘密の保全を目的とする本法制
の趣旨を損ねる

処罰範囲を必要最小限に抑えるという基本的な考え方の下でも、
特定取得行為を処罰対象とすることはやむを得ない
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機密性2情報 対外非公表 取扱注意

’．▲‾　【■1－　－7い■二

事　務　局　案

特別秘密の漏えいの危険を現実化させる
悪質性の高い行為

漏えい行為と同様に秘密を漏えいさせる

高い危険性

● 漏えい行為について共謀者間で
具体性、特定性、現実性を持った合意

● 共謀者の一人の意思の変化では犯罪
行為の遂行を容易に変更できない

単独犯に
おける犯行の

決意に比べて
犯罪実現の

危険性が
飛躍的に
高まる

漏えい行為と同様に秘密を
漏えいさせる高い危険性

は
の
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独立教唆行為及び煽動行為　ヨ

特別秘密の漏えいの危険を
著しく高める行為であって

悪質性が高い

漏えい行為と同様に秘密を
漏えいさせる高い危険性

立法例を考慮

自衛隊法は、
防衛秘密の
漏えいの独立
教唆及び煽動
を処罰

処
罰
蕾

・
ゝ

自首減免規定

自首した者に対する必要的な刑の減軽又は免除を規定

▼
＞◆現実の漏えいに至る前に自首することを促す
＞ひいては実害の発生を未然に防ぐことを期待できる

立法例を考慮：自衛隊法は、防衛秘密の漏えいの未遂
及び共謀について、自首による刑の
必要的減免を規定

漏えい行為及び特定取得行為の未遂及び共謀に
ついて、自首による刑の必要的減免

国外犯処言罰規定

＞　日本国外において日本国民のみならず日本国民以外
の者にようても敢行され得る
＞漏えい行為等は．我が国の重大な利益を害する

行為者の国籍を問わず
我が国において処罰

法2条の例により、

日本国外において罪を
した全ての者を処罰
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